
令和 5年度　第 1次試験問題

経営法務
２日目　9：50～10：50

Ｅ

Ｅ受験番号：

（途中退室する場合は、下の欄に受験番号を必ず記入してください。）

＊試験開始前に、以下の事項を必ずご確認ください。
電卓、携帯電話やスマートフォン、ウエアラブル端末などの通信機器・電子機器類

は、机上に置くことも、身に着ける（ポケット等に入れる）ことも、使用することもで
きません。このことが試験時間中に守られていない場合は、不正行為として対処しま
す。試験開始前に、必ず電源を切った上でバッグなどにしまってください。

スマートウオッチやイヤホンなどの取り扱いも同様です。

1．試験開始の合図があるまで、問題用紙に触れてはいけません。合図の前に問題用
紙を開いた場合は、不正行為として対処します。

2．マークシートについての注意事項は、次のとおりです。
　これらの事項を守らない場合、採点されませんので、注意してください。
⑴　HB または B の鉛筆またはシャープペンシルを使用して、○部分をはみ出さな

いように、正しくマークしてください。鉛筆またはシャープペンシル以外の筆記
用具を使用してはいけません。

⑵　解答は選択肢（解答群）から 1 つ選び、所定の解答欄にマークしてください。
⑶　解答を修正する場合は、プラスチック製の消しゴムで消しあとが残らないよう

にきれいに消して、消しくずをマークシートから払い落としてください。
⑷　マークシートに必要事項以外を記入してはいけません。
⑸　マークシートを汚したり、折ったりしないように注意してください。
⑹　マークシートは、必ず提出してください。持ち帰ることはできません。

3．監督員の指示に従って、マークシートの所定欄に、受験票記載の受験番号と生年
月日を、注意事項を参照の上、記入、マークしてください。記入、マークが終わっ
たら再確認をして、筆記用具を置き、試験開始の合図があるまでお待ちください。

4．試験開始後 30 分間および試験終了前 ５ 分間は退室できません。（下記参照）
５．試験終了の合図と同時に必ず筆記用具を置いてください。試験終了後にマークや
記入、修正をしてはいけません。マークや記入、修正をした場合は、不正行為とし
て対処します。

6．マークシートの回収が終わり監督員の指示があるまで、席を立たないでください。
7．試験時間中に体調不良などのやむを得ない事情で席を離れる場合には、監督員に
申し出てその指示に従ってください。

8．その他、受験に当たっての注意事項は、受験票裏面などを参照してください。

＜途中退室者の方へ＞
試験開始 30 分後から終了 ５ 分前までの間に退室する場合は、マークシートと受験

票を監督員席まで持参して、マークシートを提出してから退室してください。問題用
紙も、表紙の下部に受験番号を記入した上であわせて提出してください。

問題用紙は、当該科目の試験終了後に該当する受験番号の席に置いておきますの
で、必要な方は当該科目の試験終了後 20 分以内に取りに来てください。それ以降は
回収します。回収後はお渡しできません。なお、問題用紙の紛失については責を負い
ませんのでご承知おきください。

良い例 悪い例

うすい
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第 １問

　株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア　株主総会の報告事項及び決議事項について、株主総会における決議及び報告の

いずれも省略することが可能となった場合、株主総会の開催を省略することがで

きるため、株主総会議事録の作成も不要となる。

イ　公開会社ではない会社及び公開会社のいずれの会社においても、取締役又は株

主が提案した株主総会の目的である事項について、当該提案につき議決権を行使

することができる株主の全員から書面又は電磁的方法により同意の意思表示が

あったときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。

ウ　公開会社ではない会社においては、株主総会は、株主全員の同意があるときは

招集手続を経ることなく開催することができるが、公開会社においては、定款に

書面による議決権行使及び電磁的方法による議決権行使に関する定めがあるか否

かにかかわらず、株主全員の同意があっても、招集手続を経ることなく株主総会

を開催することはできない。

エ　公開会社ではない会社においては、取締役が株主の全員に対して株主総会に報

告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要

しないことについて株主の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をし

たときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされるが、公開会社

においては、このような株主全員の同意の意思表示があっても、当該事項の株主

総会への報告があったものとみなされない。
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第 ２問

　監査役会設置会社における取締役及び監査役の株主総会における選任と解任の決

議に関する事項の記述として、最も適切なものはどれか。

ア　取締役及び監査役の解任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に定める

ことにより、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 を有する株

主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うとすることができ

る。

イ　取締役及び監査役の解任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に別段の

定めがない場合、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する

株主が出席し、出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって

行わなければならない。

ウ　取締役及び監査役の選任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に定める

ことにより、議決権を行使することができる株主の議決権の ５ 分の 1 を有する株

主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うとすることができ

る。

エ　取締役及び監査役の選任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に別段の

定めがない場合、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する

株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならな

い。
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第 ３問

　監査役会設置会社における取締役会の会社法の定めに関する記述として、最も適

切なものはどれか。なお、本問における取締役会は特別取締役による取締役会は考

慮しないものとする。

ア　会社法上、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の

招集を請求することができるとされているが、いかなる場合においても監査役自

らが取締役会を招集することはできないとされている。

イ　会社法上、定款又は取締役会で定めた取締役が取締役会を招集する場合、取締

役会の招集通知には、取締役会の日時及び場所並びに取締役会の目的事項を記載

しなければならないとされている。

ウ　会社法上、取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても発し

なければならないとされている。

エ　会社法上、取締役会の招集通知は、定款で定めることにより、取締役会の日の

1 週間前までに発する必要はなくなるが、その場合でも取締役会の日の 3 日前ま

でには発しなければならないとされている。
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第 ４問

　監査役会設置会社における監査役に関する記述として、最も適切なものはどれ

か。

ア　監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定め

なければならない。

イ　監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

ウ　監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができな

いが、子会社の使用人については兼ねることができる。

エ　監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当

該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監

査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。
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第 ５問

　以下の会話は、株式会社の設立を考えている甲氏と中小企業診断士であるあなた

との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲

氏は、定款を書面で作成することを考えている。

甲　氏：「これまで、個人で事業を行っていましたが、事業が軌道に乗ってきたの

で、株式会社を設立したいと思います。新しく設立する会社が発行する株

式については、私が引き受ける他に、私の父が設立したＸ株式会社と私の

友人である乙氏にも引き受けてもらうことになっています。ちょっと調べ

たところ、株式会社を設立する場合には、定款に発起人が署名または記名

押印をしなければならないと聞きました。私は発起人になることにしてい

ますが、乙氏も発起人にならなければならないのでしょうか。」

あなた：「 Ａ 。」

甲　氏：「ありがとうございます。では、Ｘ株式会社は発起人になることはできる

のでしょうか。」

あなた：「 Ｂ 。」

甲　氏：「また、株式会社を設立するに際しては、取締役を選任しなければならな

いと聞きました。会社法では、私は取締役に必ず就任しなければならない

のでしょうか。」

あなた：「 Ｃ 。」

甲　氏：「定款では、その設立時取締役の定めはしない予定なのですが、この場合、

設立時取締役というのは、どのような手続で選任することになるのでしょ

うか。」

あなた：「 Ｄ 。」

甲　氏：「いろいろとありがとうございます。分からないことがあったら、またお

伺いします。」

あなた：「お気軽にご相談ください。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介しま

す。」
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（設問 1 ）

　会話の中の空欄ＡとＢに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ

か。

ア　Ａ：発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければ

なりません

　　Ｂ：Ｘ株式会社は法人なので、発起人になることはできません

イ　Ａ：発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければ

なりません

　　Ｂ：法人も発起人になることができますので、Ｘ株式会社も発起人になるこ

とができます

ウ　Ａ：発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなけ

ればなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必

ずしも乙氏は発起人になる必要はありません

　　Ｂ：Ｘ株式会社は法人なので、発起人になることはできません

エ　Ａ：発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなけ

ればなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必

ずしも乙氏は発起人になる必要はありません

　　Ｂ：法人も発起人になることができますので、Ｘ株式会社も発起人になるこ

とができます
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（設問 2 ）

　会話の中の空欄ＣとＤに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ

か。なお、定款では設立時取締役として定められた者はいないものとする。

ア　Ｃ：いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも

甲氏が設立時取締役になる必要はありません

　　Ｄ：発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任

することになります

イ　Ｃ：いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも

甲氏が設立時取締役になる必要はありません

　　Ｄ：発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合

は、創立総会の決議によって選任することになります

ウ　Ｃ：はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりま

せん

　　Ｄ：発起設立の場合は、発起人全員の同意により、募集設立の場合は、創立

総会の決議によって選任することになります

エ　Ｃ：はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりま

せん

　　Ｄ：発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合

は、創立総会の決議によって選任することになります
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第 ６問

　以下の会話は、Ｘ株式会社の代表取締役である甲氏と、中小企業診断士であるあ

なたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

　なお、本問における吸収合併の手続においては、X 株式会社を消滅会社とするこ

とを念頭に置いている。

甲　氏：「このたび、Ｘ株式会社の事業の全部を譲渡することを考えており、譲渡

先を探していたところ、取引先であるＹ株式会社から、Ｘ株式会社の事業

の全部を譲り受けてもよいという話がありました。知人に聞いたところ、

Ｘ株式会社の事業の全部をＹ株式会社に移管する方法としては、事業譲渡

の他に吸収合併という方法もあるという話をしていました。取引先への商

品代金の支払債務について、事業譲渡と吸収合併によって違いはあるので

しょうか。」

あなた：「 Ａ 。」

甲　氏：「なるほど。ありがとうございます。では、吸収合併と事業譲渡で、Ｙ株

式会社から受け取る対価に違いはあるのでしょうか。」

あなた：「 Ｂ 。」

甲　氏：「では、Ｙ株式会社に吸収合併又は事業譲渡ですべての事業を移管した場

合、Ｘ株式会社はどうなるのでしょうか。」

あなた：「 Ｃ 。」

甲　氏：「なかなか悩ましいですね。実は、Ｙ株式会社の他に、私の知人である乙

氏からＸ株式会社の事業の全部を承継してもよいという話も聞いていま

す。乙氏は会社を設立しておらず、個人で事業を行っているのですが、事

業譲渡や吸収合併は、相手先が会社でなくてもすることができるのでしょ

うか。」

あなた：「 Ｄ 。」

甲　氏：「分かりました。今日のお話を踏まえ、スキームを検討します。また、ご

相談させてください。」

あなた：「必要があれば、弁護士を紹介しますので、お気軽にご相談ください。」
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（設問 1 ）

　会話の中の空欄ＡとＢに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ

か。

ア　Ａ：吸収合併、事業譲渡いずれの場合でも、Ｘ株式会社の債務は当然にＹ株

式会社に承継されます

　　Ｂ：吸収合併、事業譲渡のいずれの対価も金銭に限られません

イ　Ａ：吸収合併の場合は、Ｘ株式会社の債務は当然にＹ株式会社に承継されま

すが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、Ｘ株式会社の

債務をＹ株式会社に承継させて、Ｘ株式会社がその債務を免れるという

ことはできません

　　Ｂ：吸収合併、事業譲渡のいずれの対価も金銭に限られません

ウ　Ａ：吸収合併の場合は、Ｘ株式会社の債務は当然にＹ株式会社に承継されま

すが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、Ｘ株式会社の

債務をＹ株式会社に承継させて、Ｘ株式会社がその債務を免れるという

ことはできません

　　Ｂ：吸収合併の対価はＹ株式会社の株式であることが必要ですが、事業譲渡

の対価はＹ株式会社の株式に限られず、金銭によることも可能です

エ　Ａ：吸収合併の場合は、Ｘ株式会社の債務は当然にＹ株式会社に承継されま

すが、事業譲渡の場合には、債権者の承諾を得なければ、Ｘ株式会社の

債務をＹ株式会社に承継させて、Ｘ株式会社がその債務を免れるという

ことはできません

　　Ｂ：吸収合併の対価は金銭であることが必要ですが、事業譲渡の対価は金銭

に限られません
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（設問 2 ）

　会話の中の空欄ＣとＤに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ

か。

ア　Ｃ：吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、Ｘ株式会社は当然に解散します

　　Ｄ：吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、相手先は会社である必要があり

ます

イ　Ｃ：吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、Ｘ株式会社は当然に解散します

　　Ｄ：吸収合併の場合は、相手先は会社である必要がありますが、事業譲渡の

場合は相手先が会社である必要はありません

ウ　Ｃ：吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、Ｘ株式会社は当然には解散しま

せん

　　Ｄ：吸収合併、事業譲渡のいずれの場合も、相手先は会社である必要があり

ます

エ　Ｃ：吸収合併の場合は、Ｘ株式会社は当然に解散しますが、事業譲渡の場合

は当然には解散しません

　　Ｄ：吸収合併の場合は、相手先は会社である必要がありますが、事業譲渡の

場合は相手先が会社である必要はありません
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第 ７問

　独占禁止法が定める課徴金減免制度に関する記述として、最も適切なものはどれ

か。

　なお、令和 2 年 12 月 2５ 日改正後の制度によるものとし、本問においては、いわ

ゆる調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は考慮しないものとす

る。

ア　課徴金減免制度における申請方法は、所定の報告書を公正取引委員会に郵送又

は持参することにより提出する方法に限られ、電話により口頭で伝える方法や電

子メールにより所定の報告書を送信する方法は認められていない。

イ　課徴金減免制度の対象は、いわゆるカルテルや入札談合といった不当な取引制

限行為の他に、優越的地位の濫用行為も含まれる。

ウ　調査開始後に課徴金減免申請を行った場合、調査開始前に課徴金減免申請を

行った者がおらず、かつ、調査開始後の課徴金減免申請の申請順位が 1 位の場合

であっても、申請順位に応じた課徴金の減免を一切受けることはできない。

エ　調査開始前に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が 1 位の場合、申請

順位に応じた減免率は 100 ％（全額免除）である。
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第 ８問

　民事再生手続における双務契約の取り扱いに関する記述として、最も適切なもの

はどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。

ア　再生債務者に対して売買契約に基づき継続的給付の義務を負う双務契約の相手

方は、再生手続開始決定の申立て前の給付に係る再生債権について、弁済がない

ことを理由として、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。

イ　再生手続開始前に再生債務者の債務不履行により解除権が発生していたとして

も、相手方は、再生手続開始後は当該契約を解除することができない。

ウ　注文者につき再生手続開始決定があった場合、請負人は、再生手続開始決定が

あったことを理由に当該請負契約を解除することができる。

エ　賃貸人につき再生手続開始決定があった場合、賃借人が対抗要件を具備してい

たとしても、賃貸人は、双方未履行の双務契約であることを理由に当該賃貸借契

約を解除することができる。
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第 ９問

　特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア　物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当しな

い。

イ　物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当しな

い。

ウ　物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為

は、その発明の実施行為に該当しない。

エ　物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実

施行為に該当しない。

第１0問

　特許法及び実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア　国内優先権制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。

イ　出願公開制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。

ウ　不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度は、特許法には規定されている

が、実用新案法には規定されていない。

エ　物を生産する方法は、特許法上の発明と、実用新案法上の考案のいずれにも該

当する。
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第１１問

　特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア　特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、そ

の持分を譲渡することができる。

イ　特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、そ

の特許権について他人に通常実施権を許諾することができない。

ウ　特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、特許法第 38 条の規定に

より、他の共有者と共同でなくとも、特許出願をすることができる。

エ　特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得な

くても、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実

施権を設定することができる。

第１２問

　不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア　不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行

為において、「商品の包装」は「商品等表示」に含まれない。

イ　不正競争防止法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と

認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが 1 つの要件

となる。

ウ　不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号に規定される営業秘密に該当

するには、秘密管理性、独創性、新規性の 3 つの要件を満たすことが必要であ

る。

エ　不正競争防止法第 2 条第 1 項各号でいう「不正競争」として、「競争関係にある

他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が同法に

規定されている。
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第１３問

　商標法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア　商標登録出願人は、商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる旨

が、商標法に規定されている。

イ　商標法には出願公開制度が規定されている。

ウ　商標法の目的を規定した商標法第 1 条は、商標を保護することにより、商標の

使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的として規定しており、需要

者の利益を保護することまでは目的として規定していない。

エ　防護標章登録出願人は、査定又は審決が確定した後でもその防護標章登録出願

を商標登録出願に変更することができる旨が、商標法に規定されている。
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第１４問

　以下の会話は、衣服メーカーの社長である甲氏と、中小企業診断士であるあなた

との間で行われたものである。

　この会話の中の空欄ＡとＢに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを次

ページの解答群から選べ。

甲　氏：「当社開発部が今までにない毛玉取り器の開発に成功したため、半年前に

実用新案登録出願をして、実質的に無審査なのですぐに実用新案登録され

ました。

　　　　　最近、この毛玉取り器が結構、話題になって、当社の主力商品になりつ

つあります。実用新案権は存続期間が短いので、特許を取りたいのです

が、何かよい方法はありませんか。」

あなた：「確かに、特許権の存続期間は、原則として、特許法上 Ａ から 20

年と権利が長いですから、特許を取った方がベターですよね。自己の実用

新案登録に基づいて特許出願をすることができる、と聞いたことがありま

す。いろいろと要件はあるようですが、 1 つの要件として、その実用新案

登録に係る実用新案登録出願の日から原則として、 Ｂ を経過して

いると、実用新案登録に基づく特許出願はできません。その手続きをされ

る場合には、知り合いの弁理士さんを紹介できますよ。」

甲　氏：「よろしくお願いします。」
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〔解答群〕

ア　Ａ：特許権の設定登録の日

　　Ｂ：18 カ月

イ　Ａ：特許出願が出願公開された日

　　Ｂ：18 カ月

ウ　Ａ：特許出願の日

　　Ｂ： 1 年

エ　Ａ：特許出願の日

　　Ｂ： 3 年
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第１５問

　以下の会話は、英会話スクールを立ち上げる予定の甲氏と、中小企業診断士であ

るあなたとの間で行われたものである。

　この会話の中の空欄ＡとＢに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを次

ページの解答群から選べ。

甲　氏：「英会話スクールの名前である「〇〇〇〇〇」という文字商標を、「語学の教

授」という役務を指定して商標登録出願する予定です。この他に「翻訳、通

訳」の業務も行う予定なので、スクール名と同じ「〇〇〇〇〇」の商標を「翻

訳、通訳」の役務を指定して商標登録出願したいと思います。

　　　　　これらの役務を 1 つの商標登録出願に含めることは可能ですか。」

あなた：「 Ａ 。」

・・・中略・・・

甲　氏：「この他、うちのスクールの宣伝として流すオリジナルのメロディーを、

私が作曲しました。これも商標として登録することは認められますか。」

あなた：「 Ｂ 。」

・・・中略・・・

あなた：「いずれにしても弁理士をご紹介しますので、詳しくはその方にお尋ねに

なってください。」
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〔解答群〕

ア　Ａ：商標が同じであっても、複数の役務を 1 つの出願に含めることはできま

せん

　　Ｂ：音からなる商標を登録することは、制度上認められています

イ　Ａ：商標が同じであっても、複数の役務を 1 つの出願に含めることはできま

せん

　　Ｂ：音からなる商標を登録することは、制度上認められません

ウ　Ａ：商標が同じであれば、複数の役務を 1 つの出願に含めることができます

　　Ｂ：音からなる商標を登録することは、制度上認められています

エ　Ａ：商標が同じであれば、複数の役務を 1 つの出願に含めることができます

　　Ｂ：音からなる商標を登録することは、制度上認められません
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第１６問

　以下の会話は、Ｘ株式会社の代表取締役である甲氏と、中小企業診断士であるあ

なたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲　氏：「弊社は、米国ニューヨーク市に本拠を置くＹ社から商品を輸入し、国内

で販売しようと考えています。それに当たって、Ｙ社から届いた契約書案

を検討しているのですが、以下の条項はどのような内容でしょうか。」

1.　This Agreement shall be governed by and construed in 

accordance with the laws of the state of New York, the United States 

of America, without reference to conflict of laws principle.

2.　All dispute arising out of or in connection with this Agreement, 

including any question regarding its existence, validity or 

termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in 

New York City, New York, the United States of America by the 

American Arbitration Association in accordance with the Arbitration 

Rules of the American Arbitration Association.

あなた：「 1 項は Ａ を定めており、 2 項は Ｂ を規定しております。

御社は日本でＹ社から輸入した商品を販売されるとのことですので、準拠

法は日本法で提案するのはいかがでしょうか。」

甲　氏：「ありがとうございます。その点については、Ｙ社と交渉しようと思いま

す。裁判と仲裁はどのような違いがあるのでしょうか。」

あなた：「それぞれメリット・デメリットがありますので、その点も含めて、知り

合いの弁護士を紹介しますので、相談に行きませんか。」

甲　氏：「ぜひ、よろしくお願いします。」
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（設問 1 ）

　会話の中の空欄ＡとＢに入る記述として、最も適切なものはどれか。

ア　Ａ：本契約がアメリカ合衆国ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈

されること

　　Ｂ：本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニュー

ヨーク市における米国仲裁協会による仲裁に付託され、最終的に解決さ

れること

イ　Ａ：本契約がアメリカ合衆国ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈

されること

　　Ｂ：本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニュー

ヨーク市の連邦地方裁判所の管轄に属すること

ウ　Ａ：本契約がアメリカ合衆国の連邦法に準拠し、同法に従って解釈されるこ

と

　　Ｂ：本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニュー

ヨーク市における米国仲裁協会による仲裁に付託され、最終的に解決さ

れること

エ　Ａ：本契約がアメリカ合衆国の連邦法に準拠し、同法に従って解釈されるこ

と

　　Ｂ：本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニュー

ヨーク市の連邦地方裁判所の管轄に属すること
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（設問 2 ）

　会話の中の下線部の裁判と仲裁に関する記述として、最も適切なものはどれ

か。なお、本設問における裁判と仲裁に関する記述は、日本法を前提に考えるも

のとする。

ア　外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の加盟国でなされ

た仲裁判断については、原則として、その加盟国において執行することができ

る。

イ　裁判と仲裁は、双方とも原則公開の手続きであり、その判断は公開される。

ウ　仲裁は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが

合意することで紛争の解決を図るもので、合意ができなかった場合には不成立

となる。

エ　仲裁は、仲裁判断に不服がある場合、原則裁判所に不服申立をすることがで

きる。
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第１７問

　以下は、中小企業診断士であるあなたと、Ｘ株式会社の代表取締役甲氏との会話

である。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲氏には、長男、次男、

長女の 3 人の子ども（いずれも嫡出子）がいる。

甲　氏：「そろそろ後継者に会社を任せようと思っています。私には 3 人の子供が

いるのですが、次男に自社の株式や事業用の資産を集中して承継させた

く、生前贈与等を考えています。」

あなた：「原則として、ご自身の財産をどのように処分するのも自由ですが、民法

は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、一

定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合

を定めております。この制度を 　 といい、生前贈与や遺言の内容

に よって は、 株 式 や 事 業 用 資 産 を 承 継 し た ご 次 男 が、 他 の 相 続 人

の 　 を侵害したとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求

される可能性があります。場合によっては、承継した株式や事業用資産を

売却せざるをえない事態もありえますので、注意が必要です。」

甲　氏：「将来もめずにうまく会社を引き継ぐ方法はないですか。」

あなた：「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、いわゆる経営承継

円滑化法に、民法の特例が設けられています。先代経営者から後継者に贈

与等された自社株式について、一定の要件を満たしていることを条件

に、 　 の算定の基礎となる相続財産から除外するなどの取り決め

が可能です。これにより、後継者が確実に自社株式を承継することができ

ます。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介します。」
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（設問 1 ）

　会話の中の空欄に入る用語として、最も適切なものはどれか。

ア　遺留分

イ　寄与分

ウ　指定相続分

エ　法定相続分

（設問 2 ）

　会話の中の下線部について、経営承継円滑化法における民法の特例に関する記

述として、最も適切なものはどれか。

ア　経営承継円滑化法における民法の特例を受けることができるのは、中小企業

者のみで、個人事業主の場合は、この特例を受けることはできない。

イ　経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、会社の先代経営者

からの贈与等により株式を取得したことにより、後継者は会社の議決権の 3 分

の 1 を保有していれば足りる。

ウ　経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、経済産業大臣の確

認と家庭裁判所の許可の双方が必要である。

エ　経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、推定相続人全員の

合意までは求められておらず、過半数の合意で足りる。
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第１８問

　製造物責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア　外国から輸入した製品の欠陥により損害が発生した場合、輸入事業者は製造物

責任法による損害賠償責任を負わない。

イ　製造物責任法は、過失責任が原則である民法の不法行為責任（民法第 709 条）の

特例として定められたもので、製造業者等の過失や、過失と欠陥の因果関係の証

明に代えて、被害者が製品に欠陥があることと、その欠陥と損害との因果関係を

証明すれば、損害賠償を請求できるようにしたものである。

ウ　製造物の欠陥によって、他人の財産等に損害が発生しておらず、製造物自体に

損害が発生したのみであっても、製造業者は製造物責任法による損害賠償責任を

負う。

エ　製品の製造は行わず、製造物にその製造業者と誤認させるような氏名の表示を

しただけの者は、製造物責任法による損害賠償責任を負わない。

第１９問

　不当景品類及び不当表示防止法（以下「景表法」という。）で定義される表示に関す

る記述として、最も適切なものはどれか。

ア　景表法上、比較広告を行うことは一律禁止されている。

イ　消費者庁長官から、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め

られ、当該資料を提出しなかった場合、景表法に違反する表示とみなされる。

ウ　商品の品質に関して不当表示が行われた場合、景表法の規制対象となるのは不

当な表示を行った事業者であって、その表示内容の決定に関与しただけの事業者

は、景表法の規制対象とはならない。

エ　優良誤認表示及び有利誤認表示に該当するには、表示をした事業者の故意又は

過失が必要である。
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第２0問

　共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな

いものとする。

ア　意匠権の各共有者は、その登録意匠をその持分に応じて実施をすることができ

る。

イ　商標権の各共有者は、他の共有者の同意を得なくてもその持分を譲渡すること

ができる。

ウ　著作権の各共有者は、自ら複製等の著作権の利用をする場合でも、他の共有者

全員の同意が必要である。

エ　不動産の各共有者は、共有物の全部について、自己の持分に関係なく使用をす

ることができる。

第２１問

　相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな

いものとする。

ア　差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前から有していた差押債務者に対

する債権を自働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができない。

イ　相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかの

ぼってその効力を生ずる。

ウ　不法行為から生じた債権を自働債権として相殺することはできない。

エ　弁済期が到来していない債権の債務者は、その債権を受働債権として相殺する

ことができない。
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